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令和８年度 第１回 帯広市有林野管理経営審議会 議事概要 

 

〇日 時  令和８年６月９日（火） 13 時 00 分～14 時 00 分 

 

〇場 所  帯広市西６条南６丁目３ ソネビル ６階 講習会室 

 

〇出席者  委 員：平田委員長、兼子副委員長、櫻井委員、日月委員、土井委員、中野委員、 

道下委員、三橋委員、竹久教諭（今井委員代理） 

      事務局：小林農政部長、郡谷農政室長、廣瀬農村振興課長、廣川農村振興課長補佐 

澤田係長、山後主任補、水戸係員、赤坂事務員（林業振興係） 

 

〇配付資料 資料１－１ 帯広市有林野管理経営審議会概要 

      資料１－２ 帯広市有林野管理経営審議会条例 

資料２   帯広市の森林について（全体） 

      資料３   帯広市の森林の種類 

 資料４   市有林の概要 

 ほか、帯広市森林施業計画（第１４次市有林施業概要） 

 

１ 開会        

  

２ 部長挨拶        

 

３ 議事 

（１）帯広市の森林（概要）について（資料１～４） 

  資料に沿って、事務局より説明。 

（２）令和８年度の施業（概要）について 

   「帯広市森林施業計画」を基に、事務局より説明。 

   令和８年度の総事業費は 62,831 千円。補助や市債も活用しながら施業する。 

 

 ＜委員からの意見・質疑＞ 

【委員長】 

資料４から、51 年生以上の林齢が多く、高齢の木を伐採していかなければならないという課題を

再認識したところ。 

 

【委員】 

 令和６・７年度において林業専用道を整備したところだが、この林業専用道を活用して具体的な

施業の予定はあるのか。 
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【事務局】 

令和７年度には当該林業専用道沿いの森林を皆伐した。また、令和８年度は、令和７年度に整備

した林業専用道の終点の森林の間伐を実施する予定。今後も計画的に林業専用道等を延長していき

たい。 

 

【委員】 

 皆伐と受光伐について森林施業計画の中に非補助との記載がある。また、令和８年度の事業費は

62,831 千円を予定しているとの説明があった。皆伐や間伐をすると材が生まれこれを売り払うこと

になると思うが、売払い方法や補助、事業費との兼ね合いを伺いたい。 

 

【事務局】 

 皆伐は立木のまま売り払うもの。立木の売払代金から事業費を差し引いた分が市の収入となる。 

また、受光伐は冬期に伐採した素材を６月頃に入札により売り払う。 

 それぞれの収入は別の財布に入るため、造成費の事業費が収入により増減するものではない。造

成費の委託費はあくまでも森林整備に係る事業費である。 

 

【委員】 

経験上、伐採と地拵えを一体の委託で行うことで、伐採事業者は地拵えを見据えた施業をする。

これにより効率的な施業となり委託費を抑えられるため、国は実施しているようだが、市ではこう

いった契約をしているのか。 

 

【事務局】 

一貫作業や省力化、効率化に関することは、施業計画の中で、検討を進めるとしたところ。 

ただし、一貫作業については、年度を跨ぐことになるため、予算の持ち方を他都市の事例を参考

に検討したい。 

また、別々に発注することで競争性を確保するという目的もあるので、今後検討したい。 

なお、低密度植栽については、比較的容易に取り組めると考えており、この５年間で検討を進め

る予定。 

 

【委員】 

帯広市森林施業計画Ｐ13 の図は受光伐に係るものか。 

受光伐は帯状に伐採するのか。 

 

【事務局】 

Ｐ13 の図は平地の防風保安林について、林帯幅を 20ｍ以上残す必要があるため、標準伐期齢を

超えた森林を 20ｍ残しつつ皆伐することを図にしたもの。 

受光伐を含め森林は、主伐するまでに複数回間伐するが、初回の間伐は搬出路が無いことも多く、

一列縦に伐採することが多い。搬出する道路がある場合は、定性間伐のみのこともある。 
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【委員長】 

現場見学については、これまで計画審議の前年に行っていたが、前もって森林の現状を委員に見

ていただいた方が色々意見を出しやすいと考えるが。 

 

【事務局】 

次年度委員の改選がある。今後は改選時期に新たな委員に見学してもらえるよう、予算の確保を

検討していきたい。 

 

【委員】 

農地については防風林の恩恵を受けていることは承知しつつも、隣接する農家からは倒木や下草

が成長しすぎていることに対する不満の声もある。下草が長いとクマの通り道にもなってしまう。

枝が伸びるとＧＰＳの妨げにもなる。多くの農家は気に留めないが、気になる人は気になっている

様子。市にはどのような要望が来ているのか。またその対応は。 

 

【事務局】 

日当たりに関するご意見、枝の張り出し、落葉の処理に対するご意見が主である。 

保有する防風林の面積が膨大すぎて全てには対応できていない現状。 

要望がある都度現地を確認し、状況に応じて畑への倒木等、危険や明らかな阻害要因のものは至

急対応している。 

下草刈りについては、森林整備以外では行っていないが、新たな補助メニューに緩衝林帯の整備

も増えたので検討していく。 

 

【委員長】 

 農家の方の納得感が得られる管理としてほしい。 

 

４ 閉会    

 


